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１ 調査の名称 

  旧細見小学校の利活用に係るサウンディング型市場調査 

 

２ 調査の目的 

本調査は、サウンディング型市場調査（以下、「サウンディング」という。）として、

民間事業者等の皆様との対話を通じて、幅広い利活用可能性や市場性を把握するとと

もに、貸付先又は売却先の公募に向けた諸条件の整理を行い、今後の公民連携による

旧細見小学校の効果的な利活用につなげることを目的として実施するものです。 

 

３ 対象施設の概要 

旧細見小学校は、明治２２年に地域の小学校が統合されて現在の位置に校舎が設置

されました。それ以来、多くの子どもたちを見守ってきた教育の場であるとともに、

地域コミュニティ活動の場でもありました。昭和８年には全校児童数は５４８人を数

えましたが、徐々に減少し、１市３町が合併した平成１８年には１０３人、三和町全

域の小中一貫校である三和学園に統合した平成３１年３月には５１人となり、１２９

年の歴史に幕を閉じました。 

同小学校の周辺には、スーパー、コンビニや郵便局といった日常的な利便施設、ま

た福知山市役所三和支所、保健センターや図書館などの行政機能が集中しており、細

見地域は三和町内での中心的な役割を果たしている地域です。 

 

所在地 福知山市三和町千束３番５７ 他 

既存建物等 

①管理棟：鉄筋コンクリート造 ２階建   ７９５㎡  昭和４８年築 

②屋内運動場：鉄骨造      １階建   ５２８㎡  昭和４８年築 

③教室棟：鉄筋コンクリート造 ２階建 １，３７６㎡  平成元年築 

その他：倉庫、燃料貯蔵庫           ３３㎡ 

                   計 ２，７３２㎡ 

敷地面積 
全体面積：１０，２２２㎡  
【内訳】土地：８，５７３㎡  建物占有面積：１，６４９㎡ 

都市計画区域 都市計画区域外 

用途地域 指定なし 

建ぺい率 

/容積率 
指定なし 

防火地域 指定なし 

建築・造成等に関す

る制限 

建築基準法第５６条第１項による道路斜線制限：指定なし 

〃    第５６条第２項による隣地斜線制限：指定なし 

〃    第５６条の２による日影規制：指定なし 

都市計画事業 該当なし 

都市計画施設 該当なし 

地区計画 該当なし 

その他の 

区域、地域 
福知山市景観計画区域(自然景観保全ゾーン) 

上下水道等 上水道：福知山市上水道  下水道：特定環境保全公共下水道 

土砂災害警戒区域等 該当なし 
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アクセス 
舞鶴若狭自動車道 福知山ＩＣから車で約１４分（約１０km） 

ＪＲ福知山駅から車で約２２分（約１６km） 

土壌汚染 
小学校として利用する以前に工場等が立地していた経緯はな

し。 

文化財包蔵地 該当なし 

不動産登記 建物は未登記で、今後も登記を行う予定はない。 

避難所 体育館を広域避難所（２次）に指定している。 

耐震基準 

①管 理 棟：平成２４年耐震工事済み 

②屋内運動場：平成２２年耐震工事済み 

③教 室 棟：新耐震基準 

アスベスト 調査は実施していない。 

特記事項 

既存建物等については、いずれも建築後相当の期間を経過し

ていることや、閉校後使用を中止していたこともあり、施設運

営開始後に不具合が生じる可能性がある。 
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施 設 位 置 図 
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                     ※建物平面図は現況と一部異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既 存 建 物 配 置 図 
                     

建 物 平 面 図 
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                         ※下図は、貸付を想定した場合に利用が 

                          可能な平地部分（１０，２２２㎡）             

 

 
 ※具体的な活用方法にもよりますが、運動場東側の法面を含めた利活用の提案も可能です。 

 

 

土 地 範 囲 説 明 図 
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４ サウンディングの内容（提案いただきたい項目） 

サウンディングでは、提案者自らが主体的に運営することを前提に学校施設（土

地・建物）の活用案や事業スキーム案に加え、地域や学校施設の特色を活かした幅広

い提案を募集します。提案にあたっては、以下の点について記載をお願いいたします。 

 （１）施設の活用範囲（土地・建物など） 

 （２）施設の利活用方法（賃貸・購入など） 

（３）事業概要（事業内容、実施体制、施設整備、運営手法など） 

（４）事業実施計画（事業スケジュール、事業期間・事業費・資金計画など） 

（５）周辺地域との連携、地域への貢献の考え方 

 （６）事業実施に当たっての条件や課題など 

 （７）その他、事業全般に対する意見など 

 

  なお、サウンディングの対象である旧細見小学校は、地域の拠点施設であった経緯

を踏まえ、利活用のアイデアは次の点に留意して御検討ください。 

 

ア 旧小学校跡地を活用していただける提案であること。 

イ 地域の意向を取り入れることができる事業であって、地域振興や地域の活性化

につながる提案や、住民の防災や安全、生活環境に配慮した提案であること。 

ウ 利活用施設の用途として、以下に該当しないこと。 

（ア）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）第２条第１項第１号から第５号まで、また同条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業の用に供するもの 

     （イ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第１項第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの

構成員がその活動のために活用するなど、公序良俗に反するもの 

  エ 既存建物などの改修に係る費用や、水道光熱費をはじめとした施設運営に係る

費用は、事業者の負担とすること。 

オ 利活用される際の法令等への対応については、事業者責任や事業者負担にて行

うこと。 

 

５ 参加する事業者の資格要件 

旧細見小学校活用事業に関心のある民間事業者等とします。 

ただし、参加者が次のいずれかに該当する場合を除きます。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）に基づく更生・再生手続き中の者 

（３）参加申込書提出時点で、福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱（平成

15 年福知山市告示第 137 号）に基づく指名停止を受けている者 

（４）福知山市暴力団排除条例（平成 24 年福知山市条例第 17 号）第２条第３号に規

定する暴力団員等又は同条第４号に規定する暴力団密接関係者 

（５）国税又は地方税を滞納している者 

（６）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全又は福祉を脅

かすおそれのある団体に属する者 
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６ 全体スケジュール（予定） 

実施要領の公表 令和８年１月５日（月） 

現地見学会の参加申込期限 令和８年１月２８日（水） 

現地見学会の開催 令和８年１月３０日（金） 

質問の受付期間 令和８年１月５日（月）～２月３日（火） 

質問に対する回答の公表 令和８年２月１０日（火） 

エントリーシート及び提案書の受

付期限 
令和８年２月１３日（金） 

サウンディングの実施 令和８年２月２０日（金） 

サウンディングの実施結果の公表 令和８年３月 

 

７ サウンディングの手続 

（１）現地見学会の開催（事前申込制）※参加は任意です。 

サウンディングに参加を希望する事業者向けの現地見学会を開催します。（現地

見学会に参加されない場合でもサウンディングに参加できます。） 

   ア 申込期限  令和８年１月２８日（水）午後５時必着  

   イ 提出書類   様式１「現地見学会参加申込書」 

   ウ 提 出 先   「１０ 問い合わせ先」のとおり 

   エ 提出方法   電子メール（ただし、郵送も可） 

            ※メールの件名は【「旧細見小学校」現地見学会参加申込】

としてください。 

   オ 実施日時  令和８年１月３０日（金） 

※午前１０時から午後５時のうち、対応時間は１時間程度 

     ※参加申込者に電子メール等により時間を通知します。 

   カ 実施場所  旧細見小学校（現地集合、現地解散） 

   キ その他    1 団体につき、参加人数は３名以内でお願いします。 

 

（２）質問の受付及び回答方法 

サウンディングに参加するために必要な情報については、可能な範囲で提供しま

す。質問がある場合は、以下により提出してください。 

ア 受付期間 令和８年１月５日（月）～同２月３日（火）午後５時まで 

イ 提出書類 様式２「質問書」 

ウ 提 出 先 「１０ 問い合わせ先」のとおり 

エ 提出方法 電子メール（ただし、郵送も可） 

       ※メールの件名は【「旧細見小学校」質問書】としてください。 

オ 質問に対する回答方法 

全ての質問及び回答は、令和８年２月１０日（火）までに、市のホームペー

ジ（本件ページ）にまとめて掲載します（質問事業者名は非公開）。 

なお、本件についての補足等を掲載することもありますので、質問の有無に
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かかわらずご確認ください。 

 

（３）エントリーシートの提出 

サウンディングに参加を希望する者は、以下により提出してください。 

   ア 提出期限 令和８年２月１３日（金）午後５時必着 

   イ 提出書類 様式３「エントリーシート」 

   ウ 提 出 先 「１０ 問い合わせ先」のとおり 

   エ 提出方法 電子メール（ただし、郵送も可） 

          ※電子メールの件名は、【旧細見小学校」エントリ―シート】と

し、受信確認のため、送信後に担当者へ電話で送信した旨を連

絡してください。 

 

（４）提案書の提出 

   サウンディングに参加を希望する者は、本要領の記載事項を踏まえて、以下によ

り提出してください。 

   ア 提出期限 令和８年２月１３日（金）午後５時必着 

   イ 提出書類 様式４「提案書」 

   ウ 提 出 先 「１０ 問い合わせ先」のとおり 

   エ 提出方法 電子メール（ただし、郵送も可） 

          ※電子メールの件名は、【旧細見小学校」提案書】とし、受信確認

のため、送信後に担当者へ電話で送信した旨を連絡してくださ

い。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（５）サウンディングの実施 

   サウンディングは以下により対面で実施します。 

  ア 実施日時 令和８年２月２０日（金）午前１０時から午後４時の間  

（※時間は別途調整します。） 

  イ 会  場 市民交流プラザふくちやま ３階 会議室３－１ 

（京都府福知山市駅前町 400 番地） 

ウ 進 め 方 

・対話は、事業者を順次入れ替えながら実施します。（順番等については、実施日

までに調整します。） 

・各参加事業者から、提出いただいた様式４「提案書」の内容について説明いた

だきます。その内容を踏まえて、本市側から質問等をさせていただきながら対

話を進めます。 

エ 準備事項 

・参加する人数は、１団体につき４名以内でお願いします。 

【提案いただきたい内容】 

（１）施設の活用範囲（土地・建物など） 

 （２）施設の利活用方法（賃貸・購入など） 

（３）事業概要（事業内容、実施体制、施設整備、運営手法など） 

（４）事業実施計画（事業スケジュール、事業期間・事業費・資金計画など） 

（５）周辺地域との連携、地域への貢献の考え方 

 （６）事業実施に当たっての条件や課題など 

 （７）その他、事業全般に対する意見など 
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・説明時に必要な機器（スクリーン、プロジェクター、HDMI ケーブル）は本市で

準備します。 

・参加事業者は、プロジェクターに接続可能なパソコンを用意し、提案書等の内

容をスクリーンに映せるように準備してください。 

  オ その他 

事前に提出いただいた提案書を当日５部印刷のうえ持参ください。 

 

（６）サウンディングの実施結果の公表 

サウンディングの実施結果は、民間事業者の皆様のアイデアやノウハウの保護に

配慮したうえで本市ホームページにて概要の公表を予定しています。参加事業者の

名称は公表しません。 

また、公表にあたっては、必要に応じて事前に参加事業者へ内容を確認させてい

ただく場合があります。 

 

８ 留意事項 

（１）参加事業者の取り扱い 

ア 参加事業者に本事業への参画等を義務付けるものではありません。 

イ サウンディングへの参加実績は、今後予定している本事業への参画等において   

評価の対象とはなりません。 

ウ サウンディングでの意見や提案については、本事業を進める条件を検討する際

の参考とさせていただきますが、必ず反映されるものではありません。 

 

（２）費用の負担 

サウンディングへの参加に要する費用（書類作成、対話への参加費用等）は、全

て参加事業者の負担とします。 

 

（３）追加対話への御協力 

   サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む。）やアンケ

ート等を実施させていただくことがあります。その際には、御協力をお願いいたし

ます。 

 

９ 資料 

（１）様式１「現地見学会参加申込書」 

（２）様式２「質問書」 

（３）様式３「エントリーシート」 

（４）様式４「提案書」 

 

１０ 問い合わせ先 

   本件について質問等がある場合は下記までお問い合わせください。 
 

   〒620-8501 京都府福知山市字内記 13 番地の 1 

福知山市役所 総務部 資産活用課 公民連携係 （担当）原田 

     電話 0773-24-7038 

        メールアドレス shisan■city.fukuchiyama.lg.jp 

             （■は、＠と読み替えること。） 


